
守口市立学校の学校教職員の時間外勤務時間について R6.12月

〇 対象校 ： 守口市立学校（小学校12校、中学校7校、義務教育学校1校） ※Ｒ5は小学校13校
〇 対象職員 ： 学校教職員（常勤）
※単数調整のため、各項目の構成比の計は100にならない場合がある。

２ 校種別の年間時間外勤務時間の割合（Ｒ４とＲ５の比較）
時間外勤務時間の上限（年間360ｈ以上）
超えの割合の比較

(R4)   (R5)
・市全体 ：59％→51％
・小学校等：50％→39％
・中学校等：76％→69％

〇R4に比べ、大きく改善がみられる
→「４業務改善の取組み」の効果があらわれて
いる
●市全体で上限超えが51％であり、未だ深刻
な状況である
●特に中学校等においては69％であり、早急な
改善が必要である
→現状の取組みに加え、R6より部活動の「標
準活動時間」の設定及びスクール・サポート・ス
タッフの配置拡充を行った
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（R4～R6）※R6は9月実績まで
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学校における教職員の長時間勤務が社会問題となっており、守口市においても例外ではありません。「守口市立学校の教
育職員の業務量の適切な管理等に関する規則」において、時間外勤務の上限時間を1箇月に45時間、1年に360時間と
定め、これまでも業務改善等に取組んできました。
しかしながら、令和4年度の時間外勤務の状況は、教職員全体の59％が年間360時間を超えており、うち23％の教職員
が年間600時間を超える極めて深刻な状況でした。
子どもたちが学校でいきいきと学ぶことができるのは、教職員が心身ともに健康であってこそです。また、教員採用試験の受験
者が、10年前と比べて約6万人減少し、教員不足が深刻な状況です。昨年、教員を志望する大学4年生に行ったある自
治体の調査では、教員以外の進路を選んだ者の約80％が、「休日出勤や長時間労働のイメージがある」など労働環境を理
由にあげました。教職員が心身ともに健康で働き、教員を志願する若者を増やすためには、学校を取り巻く労働環境の改善
が急務です。
守口市では働き方改革の実効性を向上させるため、業務改善の具体的な取り組みと時間外勤務の状況を「見える化」し、
引き続き取組みを進めてまいります。

１ ホームページ公表について



３ 時間外勤務時間の推移（Ｒ４～Ｒ６比較）※R6は9月実績まで

（２）小学校等

【対象職員一人当たりの月別平均値】

【月45時間を超過した職員の割合】

（１）市全体

【対象職員一人当たりの月別平均値】

【月45時間を超過した職員の割合】
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【対象職員一人当たりの月別平均値】

【月45時間を超過した職員の割合】

（３）中学校等

●学校・家庭間のデジタル連絡ツール導入（R5.4～）

・「欠席連絡」のデジタル化。24時間受付。「連絡」「おたより」は原則デジタル化。

●市教育委員会から学校へのメール削減（R5.9～）

・周知、軽易なお知らせはグループウェア「掲示板」に掲載。管理職の手間を介さず、教職員が直接閲覧、申し込み。

●新勤怠管理システムの導入（R5.9～）

・教職員の休暇申請や出張申請のデジタル化。

●「学生フレンド派遣事業」の拡充（R5.9～）

・心の悩みや不安で外出や登校がしにくい小中学生に対して、ボランティア「学生フレンド」を派遣。

●教育委員会から各学校への通知等の表題の統一（R5.10～）

・メールを受ける側が整理しやすくなるよう、送付するメールの表題の冒頭を統一。

●避難所開設時の学校管理職の招集の廃止（R5.10～）

・台風等で学校が避難所になる際の対応はこれまで通り市職員が行う。学校管理職は招集しない。

（自主避難の場合のみ）

●不急の連絡はチャット活用（R6.1～）

・各校管理職への電話連絡は重要・緊急時に限定。それ以外の連絡はチャット活用を徹底。

●音声メッセージによる電話対応（R6.2～）

・勤務時間以外の電話は音声メッセージで対応。緊急な連絡が必要な場合は、学校専用オペレータが対応。

●学校から市教委への提出物のデータ化及び校印廃止（R6.2～）

・学校と守口市教委間で完結する書類は原則データでやり取り（校印は廃止）

４ 業務改善の取組み
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●部活動の「標準活動時間」の設定（R6.4～）

・勤務時間内（平日）の1時間を「標準活動時間」に設定。短時間で合理的かつ効果的な活動の推進。

●スクール・サポート・スタッフの配置拡充（R6.4～）

・「教師の業務だが、負担軽減が可能な業務（授業準備補助や電話対応等）」を処理。

・R3からすべての小、中学校に各１人配置。R6からすべての中学校には２人配置へ。

●学校閉庁日の期間延長（R6夏～）

・夏期休業中の学校閉庁日を５日間から14日間へと大幅延長。教育活動、対外的な対応を行わず日直も置かない。

●出席簿のデジタル化（R6年度～）

・紙媒体の出席簿を廃止し、デジタル連絡ツール等を活用。デジタル保存。

●就学前検診の効率化（R6.10～）

・学校教職員への協力を求めない形で市職員等が実施。

家庭訪問のほか、校内支援ルームでの対応などを行う。

●校長会・教頭会のペーパレス化（R6.10～）

・月例会議の校長会・教頭会における紙媒体の資料を廃止し、デジタルツールを活用。
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